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○開 会 

○議席の一部変更 

○会議録署名議員の指名 
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○採 決 
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令和４年第４回牛久市議会定例会 

 

議事日程第１号 

    令和４年１１月３０日（水）午前１０時開会 

 日程第 １．議席の一部変更について 

 日程第 ２．会議録署名議員の指名 

 日程第 ２．会期の決定 

 日程第 ４．議案第５６号 令和４年度牛久市一般会計補正予算（第７号） 

 日程第 ５．議案第４７号 牛久市役所出張所設置条例について 

 日程第 ６．議案第４８号 牛久市ひたち野リフレプラザの設置及び管理に関する条例につ

いて 

 日程第 ７．議案第４９号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例について 

 日程第 ８．議案第５０号 牛久市部等設置条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ９．議案第５１号 牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例について 

 日程第１０．議案第５２号 牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第１１．議案第５３号 牛久市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部

を改正する条例について 

 日程第１２．議案第５４号 牛久市立保育園設置条例の一部を改正する条例について 

 日程第１３．議案第５５号 牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第１４．議案第５７号 令和４年度牛久市一般会計補正予算（第８号） 

 日程第１５．議案第５８号 令和４年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２ 

              号） 

 日程第１６．議案第５９号 令和４年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第１７．議案第６０号 令和４年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２

号） 

 日程第１８．議案第６１号 令和４年度牛久市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第１９．議案第６２号 牛久市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定の取消しにつ

いて 

 日程第２０．議案第６３号 龍ケ崎地方衛生組合の解散について 

 日程第２１．議案第６４号 龍ケ崎地方衛生組合の解散に伴う財産処分について 



 

 日程第２２．議案第６５号 稲敷地方広域市町村圏事務組合規約の変更について 

 日程第２３．意見書案第１３号 賃上げの実現のため、緊急で効果的な対策を求める意見書

の提出について 

 日程第２４．意見書案第１４号 中小企業・小規模事業者、農漁業者の廃業、倒産危機を打

開する支援策を求める意見書の提出について 

 日程第２５．意見書案第１５号 帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見

書の提出について 

 日程第２６．意見書案第１６号 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意

見書の提出について 

 日程第２７．龍ケ崎地方衛生組合議会議員補欠選挙 

 日程第２８．休会の件 



 

午前１０時０５分開会 

○杉森弘之 議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１９名であります。定足数に達しておりますので、令和４年第４回牛

久市議会定例会を開会いたします。 

 日程第１、議席の一部変更についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議席の一部変更について 

 

○杉森弘之 議長 長田麻美議員の辞職により、会議規則第４条第３項の規定により議席の一

部を変更いたします。 

 変更した議席はサイドブックスに搭載したとおりでありますが、変更する議席番号及び氏名

を職員に朗読させます。 

○飯田晴男 庶務議事課長 それでは、変更議席番号及び氏名を読み上げます。 

 ６番、甲斐徳之助議員、７番、池辺己実夫議員、８番、諸橋太一郎議員、９番、市川圭一議

員、１０番、伊藤裕一議員、以上でございます。 

○杉森弘之 議長 お諮りいたします。ただいま朗読したとおり、議席の一部を変更すること

に御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 御異議なしと認めます。ただいま朗読したとおり、議席の一部を変更する

ことに決定いたしました。 

 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会議録署名議員の指名 

 

○杉森弘之 議長 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１８番柳井哲也議員、

１９番石原幸雄議員をそれぞれ指名いたします。 

 次に、この際、諸般の報告をいたします。 

 今期定例会に提出のあった案件は、市長提出議案第４７号ないし議案第６５号の１９件、意

見書第１３号ないし第１６号の４件、要望第３号の１件であります。 

 なお、要望第３号の１件につきましては、内容を十分検討の上、考慮されますようお願いい

たします。 

 次に、市長から地方自治法第１８０条第１項の規定により報告第１２号ないし報告第１６号、



 

いずれも専決処分の報告について報告がありましたので、サイドブックスへの登載をもって報

告済みといたします。 

 次に、去る１１月７日に長田麻美議員から一身上の都合により議員を辞職したい旨の願い出

があり、同日、地方自治法第１２６条の規定により、これを許可しましたから報告いたします。 

 次に、今期定例会に説明員として、地方自治法第１２１条の規定により出席したい者は、サ

イドブックスに登載した名簿のとおりであります。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に、日程第３、会期の決定についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会期の決定について 

 

○杉森弘之 議長 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日より１２月１６日までの１

７日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 御異議なしと認めます。よって、会期は本日より１２月１６日までの１７

日間と決定いたしました。 

 次に、日程第４、議案第５６号の１件を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第５６号 令和４年度牛久市一般会計補正予算（第７号） 

 

○杉森弘之 議長 提案者に提案理由の説明を求めます。根本洋治市長。 

      〔根本洋治市長登壇〕 

○根本洋治 市長 本日は、令和４年第４回の牛久市議会定例会を招集しましたところ、議員

各位におかれましては出席を賜り、ここに開会できることを感謝申し上げます。 

 本定例会に提出しました議案は、条例の制定及び改正、補正予算、牛久市の特定の事務を取

り扱わせる郵便局の指定の取消しについて、龍ケ崎地方衛生組合の解散について、龍ケ崎地方

衛生組合の解散に伴う財産処分について、また稲敷地方広域市町村圏事務組合規約の変更につ

いてなど、全部で１９件でございます。 

 初めに、議案第５６号でございますが、令和４年度牛久市一般会計補正予算（第７号）につ

きまして御説明申し上げます。 

 議案第５６号は、令和４年度牛久市一般会計補正予算（第７号）でありまして、既定の予算

額に２億２，０００万円を追加し、予算の総額を３０６億５，５４０万８，０００円とするも



 

ので、歳入歳出予算について補正するものでございます。 

 第１表の歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしましては、国庫支出金は、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額でありまして、繰入金は、補正予算調製に伴いまし

て不足する財源について、財政調整基金繰入金を増額するものでございます。 

 また、歳出といたしましては、衛生費の環境衛生費は、電力の価格高騰による負担増を踏ま

え、ＬＥＤ照明等の設置、購入に使用できる２万円分のクーポン券を１万世帯を上限として交

付するため計上するものでございます。 

 以上が補正予算の概要でございますが、詳細につきましてはお手元の議案書等により御審議

の上、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○杉森弘之 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより議案第５６号についての質疑を許します。１９番石原幸雄議員。 

○１９番 石原幸雄 議員 補正予算に関しまして２点ほどお尋ねいたします。 

 ＬＥＤを購入するためのクーポン券の発行ということでございますが、いつ、どのようにし

て、どのような理由でＬＥＤのクーポン券を発行することになったのか。その経緯等について、

できる限り詳細に御説明願えればと思います。これが１点です。 

 そして、第２点目でございますが、このクーポン券を購入してＬＥＤを導入する場合の取扱

い事業者はどのような範囲で認められるのかということについて、お尋ねいたしたいと思いま

す。 

 以上２点でございます。 

○杉森弘之 議長 山岡 孝環境経済部長。 

○山岡 孝 環境経済部長 本年９月に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

の活用ということで、本年度の第３回の実施計画提出ということで、取りまとめ先であります

政策企画課から各課にどういった案件があるか、そういった調査がございました。そういった

中で、我々で、担当で検討した結果、全協でも御説明させていただきましたけれども、昨今の

燃料費高騰、そうしたものに対して、また牛久市が掲げるゼロカーボンシティの実現、こうい

ったものに寄与するために、こういう住宅用のＬＥＤ照明灯の買換え費用助成というものがい

いのではないかということで提案させていただきました。 

 そして、この利用します臨時交付金が、交付金の性質上、今年度、来年の３月までに支払い

まで完了しなければならない。そういったことが規定されておりますので、期間が短くて、こ

れまで行ってきたように、一般の方に購入して申請していただいて、市においてそれを口座に

対して振り込むに当たっては、ちょっと時間的にかなり厳しいということで、いろいろ検討し

た結果、ハートフルクーポン等の扱いで実績もあります商工会に、クーポン券を発行する形で



 

対応するということで相談をしたところ、対応可能であるということでお話をいただきました

ので、そういったところで今回、商工会にお願いして、クーポン券での交付という形に至った

ということでございます。 

 それから、２つ目の事業者の登録の関係ですけれども、取扱事業者として事前登録をしてい

ただくことにしておりまして、市内に事業所または店舗があり、かつ牛久市商工会に加入して

いること、そして、当然のことですけれども、ＬＥＤクーポンでの支払いが可能であることを

要件としております。 

 換金の際には、ＬＥＤ照明灯の購入、設置に使用されたことが分かる領収書等の写しを添付

して提出いただけること、こういったことを要件として、商工会において取扱事業者を募集す

ることになっております。 

 以上です。 

○杉森弘之 議長 石原幸雄議員。 

○１９番 石原幸雄 議員 今、御説明いただきましたが、確認の意味で再度お尋ねしたいと

思います。 

 ＬＥＤクーポン券の発行事業以外に、ＬＥＤに決める経過において、ＬＥＤ以外の事業につ

いてはどのような議論があったのかどうかについて、御説明を願えればと思います。これが１

点です。 

 そして、商工会に加盟している業者について、そのクーポン券の発行事業ですか、それに伴

う事業を認めるということでございますけれども、商工会等に加盟している業者であればどな

たでも取り扱うことができるのかどうか。際限がなくなってしまうのではないかという懸念も

あるんですけれども、その点についてはどのようにお考えか、お尋ねしたいと思います。 

 以上でございます。 

○杉森弘之 議長 山岡 孝環境経済部長。 

○山岡 孝 環境経済部長 補助の関係では、実際、今現在、これまでも実施してきています

家庭用の蓄電池の補助、そういったものも考えられたんですけれども、あくまで一般世帯に今

回は交付を行いたいということで、できるだけ多くの世帯に配付をしたいということで、今回、

身近な製品でありますＬＥＤを採用させていただいたということになります。 

 それと、取扱事業者ですけれども、議員お話があったように、商工会に加入している業者で

あれば、実際ランプそのもの、そういったものの単品であれば取扱いというものは一般の小売

店とかでも可能かと思いますので、そういったところが希望して募集してくれば受け付けると

いうことになると考えております。 

 以上です。 



 

○杉森弘之 議長 ほかにありませんか。６番甲斐徳之助議員。 

○６番 甲斐徳之助 議員 おはようございます。 

 石原議員と重なるところもあるんですが、それは省略して、違う観点で御質問させていただ

きたいと思います。 

 まず、新型コロナ感染症対応地方創生臨時交付金の物価高騰分の省エネ家電買換え促進によ

る生活支援事業と思われますが、その中で、新聞報道等に来年度以降も単独事業とするという

記事がありました。その辺はどのように執行部として考えていらっしゃるのか、お尋ねしたい

と思います。 

 また、改めてになりますけれども、対象世帯の申請に対し補助額が足らない場合、どういう

ふうに対応していくのか、御確認を取らせてください。 

 あとは重なりますので、以上２点です。 

○杉森弘之 議長 山岡 孝環境経済部長。 

○山岡 孝 環境経済部長 新聞報道の件ですけれども、あちらについて電話にて担当に問合

せが来て、やり取りを行ったということなんですけれども、担当としては、この後の質問とか

ぶるのかもしれないんですけれども、１万世帯を超えた場合、対応していきますということを

お伝えしたつもりだったそうなんですけれども、それがああいった形で新聞の報道に、来年度

以降も同様にやっていく、状況を見てということで書いてありましたけれども、そういったこ

とで報道されてしまったということでございます。 

 それから、今のに係るんですけれども、受付申請期間の、令和５年１月３１日としておりま

すが、こちらにおいて１万世帯を超えてしまった場合は、改めて補正予算等により、申請があ

った分について全て対応させていただきたいと考えております。ただし、予算を超えてしまっ

た分については、今回の場合クーポン券として交付をすることになっておりますので、すぐ追

加というわけにはいかないので、ある程度ちょっと期間をいただくことにはなると考えており

ます。 

 以上です。 

○杉森弘之 議長 ほかにありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 以上で議案第５６号についての質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５６号については、会議規則第３

７条第３項の規定により、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



 

○杉森弘之 議長 御異議なしと認めます。よって、議案第５６号については、常任委員会付

託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 次に、原案賛成の方の発言を許します。ありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 以上で討論を終結いたします。 

 これより議案第５６号についての採決を行います。 

 この採決は、採決システムを用いて行います。 

 議員各位に申し上げます。サイドブックスに表示された会議ボタンを押して、会議室に入室

してください。会議室に入室後、採決ボタンを押し、議題一覧が表示されることを確認してく

ださい。 

 議案第５６号、令和４年度牛久市一般会計補正予算（第７号）について、本案は原案のとお

り決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。 

      〔採決システムのボタンを押す〕 

○杉森弘之 議長 採決を確定いたします。全員賛成であります。よって、議案第５６号は原

案のとおり可決されました。 

 次に、日程第５、議案第４７号ないし日程第１３、議案第５５号及び日程第１４、議案第５

７号ないし日程第２２、議案第６５号の１８件を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第４７号 牛久市役所出張所設置条例について 

 議案第４８号 牛久市ひたち野リフレプラザの設置及び管理に関する条例について 

 議案第４９号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条 

        例について 

 議案第５０号 牛久市部等設置条例の一部を改正する条例について 

 議案第５１号 牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正 

        する条例について 

 議案第５２号 牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第５３号 牛久市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条 

        例について 

 議案第５４号 牛久市立保育園設置条例の一部を改正する条例について 



 

 議案第５５号 牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 議案第５７号 令和４年度牛久市一般会計補正予算（第８号） 

 議案第５８号 令和４年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第５９号 令和４年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第６０号 令和４年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第６１号 令和４年度牛久市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 議案第６２号 牛久市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定の取消しについて 

 議案第６３号 龍ケ崎地方衛生組合の解散について 

 議案第６４号 龍ケ崎地方衛生組合の解散に伴う財産処分について 

 議案第６５号 稲敷地方広域市町村圏事務組合規約の変更について 

 

○杉森弘之 議長 提案者に提案理由の説明を求めます。根本洋治市長。 

      〔根本洋治市長登壇〕 

○根本洋治 市長 それでは、議案につきまして御説明申し上げます。 

 議案第４７号は、新たにひたち野リフレプラザ市民窓口を設置することに伴い、改正するも

のでございまして、議案第４８号は、ひたち野リフレプラザビル２階及び３階の利活用を目的

として、牛久市ひたち野リフレプラザの設置及び管理について定めるものでございまして、併

せて牛久市リフレプラザの設置及び管理に関する条例を廃止するものでございます。 

 議案第４９号は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の定年を引き上げ

るとともに、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するほか、所要

の改正及び規定の整備をするものでございます。 

 議案第５０号は、政策の企画及び調整を担当する経営企画部により、自治体ＤＸ施策を全庁

的、横断的に推進するための分掌事務を改正するものでございます。 

 議案第５１号は、人事院勧告に基づく一般職の勤勉手当の支給月数の改定が行われるに当た

り、特別職の期末手当について、令和４年度からの支給月数を年０．０５月引き上げるもので

ございます。 

 議案第５２号は、人事院勧告に基づきまして、令和４年４月に遡って、若年層の給料月額を

平均０．３％引き上げるものでございます。また、勤勉手当については、令和５年度からの支

給月数を年０．１月引き上げるものでございます。 

 議案第５３号は、条例で定める文言及び引用条項を整理するため、改正するものであります。 

 議案第５４号は、牛久市公立保育園再編計画に基づき、令和５年３月３１日をもって向原保

育園を閉園とするため、改正するものでございます。 



 

 議案第５５号は、国民健康保険事業の円滑な運営のため、国民健康保険支払準備基金の取崩

しに関し、その明確化を図るための所要の改正をするものでございます。 

 議案第５７号は、令和４年度牛久市一般会計補正予算（第８号）でございまして、既定の予

算額に１１億８，８６２万５，０００円を追加し、予算の総額を３１８億４，４０３万３，０

００円とするもので、歳入歳出予算、繰越明許費、債務負担行為及び地方債について補正する

ものでございます。 

 第１表の歳入歳出予算補正のうち、歳入の主なものといたしましては、交付額の確定に伴う

地方特例交付金の減額及び地方交付税の増額であり、国庫支出金は、障害者自立支援給付費負

担金、障害児施設給付費負担金及び新型コロナウイルス感染症予防接種補助金の増額等でござ

います。 

 県支出金においては、障害児施設給付費負担金及び茨城県機構集積協力金の交付事業費補助

金の増額等であります。 

 寄附金は、ふるさと牛久応援寄附金の増額であり、繰入金につきましては、ふるさと基金繰

入金及び減債基金繰入金の増額並びに今回の補正予算調製に伴う財政調整基金繰入金の減額で

ございます。 

 市債につきましては、市道整備事業債の増額及び臨時財政対策債の減額でございます。 

 次に、歳出の主なものといたしましては、総務費の総務管理費は、ふるさと牛久応援寄附金

の増額見込みに伴う委託料及び基金積立金等の増額、戸籍住民基本台帳費は、マイナポイント

の申込みやマイナンバーカード交付申請に係る会計年度任用職員の任用に伴う増額等でござい

ます。 

 民生費の社会福祉費は、障害者介護給付費及び自立支援医療費の増額並びに前年度の精算に

伴う国庫返還金の計上等でございまして、児童福祉費は、障害児給付費の増額及び国庫返還金

等の計上でございます。 

 衛生費の保健衛生費は、オミクロン株対応に係る新型コロナウイルス感染症予防接種不足分

の委託料等の増額等でございまして、農林水産業費の農業費は、農業資材等の高騰に伴う青果

物等出荷用梱包箱補助金等の増額及び電気料の高騰により厳しい経営状況に置かれる土地改良

区等に対する物価高騰対策補助金の計上であり、商工費は、かっぱ祭りの中止に伴う補助金の

減額でございます。 

 土木費の道路橋梁費は、補助事業費の組替えに伴う狭隘道路の土地購入費の増額等であり、

教育費の教育総務費は、ＡＬＴ業務委託経費の減額等であり、社会教育費は、児童クラブに配

置している空気清浄機の消耗機材費の増額等であります。 

 公債費は、平成２１年度臨時財政対策債の繰上償還費の計上並びに平成２３年度臨時財政対



 

策債の借入れ１０年後の利率見直しに伴う元金の増額及び利子の減額でございます。この繰上

償還によりまして、今後支払われる予定であった３，９６４万円の利子が削減されました。ま

た、元金償還につきましても、令和５年度から令和１１年度までの毎年度５，７２４万円が減

少されることになっております。 

 第２表の繰越明許費につきましては、１１事業について本年度内に完了できない見込みであ

ることから、予算を翌年度に繰り越して使用するため設定するものでございます。 

 第３表の債務負担行為補正につきましては、令和５年度における公共施設の管理業務及び機

器等の保守業務等に関し、準備期間に日数を要することから、新たに設定するものであります。 

 第４表の地方債補正につきましては、国庫補助事業の増額に伴う市道整備事業債の増額及び

臨時財政対策債の確定に伴う減額でございます。 

 議案第５８号は、令和４年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）でありま

して、既定の予算額に９８３万８，０００円を追加し、予算の総額を７８億６０万９，０００

円とするもので、歳入歳出予算及び債務負担行為について補正するものでございます。 

 第１表の歳入歳出予算補正のうち、歳出につきましては、補正予算調製に伴う国民健康保険

支払準備基金積立金を増額等するものであり、その財源として第三者納付金を増額等するもの

でございます。 

 第２表の債務負担行為につきましては、令和５年度における国保月報・調整交付金システム

保守業務に関し、準備期間に日数を要することから、新たに設定するものでございます。 

 議案第５９号は、令和４年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）でありまして、

既定の予算額から５，５５０万円を減額し、予算の総額を６１億９，７７８万３，０００円と

するもので、歳入歳出予算及び債務負担行為について補正するものでございます。 

 第１表の歳入歳出予算補正のうち、歳出につきましては、職員給与費の減額、施設介護サー

ビス費及び訪問型サービス給付費の減額、地域密着型サービス給付費等を増額するものであり、

その財源として、保険料、支払基金交付金、県支出金及び一般会計繰入金の減額、国庫支出金

を増額するものでございます。 

 第２表の債務負担行為につきましては、令和５年度における介護台帳ＬＩＧＨＴシステム保

守管理業務等に関し、準備期間に日数を要することから、新たに設定するものでございます。 

 議案第６０号は、令和４年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）であり

まして、既定の予算額に２，５３７万円を追加し、予算の総額を２３億６，６１３万３，００

０円とするもので、歳入歳出予算について補正するものでございます。 

 第１表の歳入歳出予算補正のうち、歳出につきましては、令和３年度事業費確定に伴う広域

連合負担金の増額及び職員給与費の減額等でありまして、その財源といたしまして一般会計繰



 

入金を増額するものでございます。 

 議案第６１号は、令和４年度牛久市下水道事業会計補正予算（第２号）でございまして、収

益的収入及び支出、資本的収入及び支出及び債務負担行為について補正するものでございます。 

 収益的収入及び支出につきましては、原油価格、物価高騰に伴うポンプ場電気料を増額する

もので、その財源としては一般会計補助金及び負担金を増額するものでございます。 

 資本的収入及び支出につきましては、職員給与費を増額するものであり、また４条予算補塡

財源の組替えを行うものでございます。 

 債務負担行為につきましては、令和５年度における公共下水道水質分析調査業務等に関し、

準備期間に日数を要することから、新たに設定するものでございます。 

 議案第６２号は、ひたち野うしく郵便局でこれまで行われてきた住民票の写し等の証明書の

交付事務を終了することに伴い、市の特定の事務を取り扱わせる郵便局としての指定を取り消

すため、議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第６３号は、稲敷地方広域市町村圏事務組合、龍ケ崎地方衛生組合及び龍ケ崎地方塵芥

処理組合が令和５年４月１日に統合することに伴い、龍ケ崎地方衛生組合を解散することにつ

いて、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第６４号は、龍ケ崎地方衛生組合の解散に伴い、同組合の財産を全て稲敷地方広域市町

村圏事務組合に帰属させることについて、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を

求めるものでございます。 

 議案第６５号は、龍ケ崎地方衛生組合、龍ケ崎地方塵芥処理組合を解散し、稲敷地方広域市

町村圏事務組合に統合することに伴い、同組合の規約を変更することについて、地方自治法第

２９０条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、各議案の提案理由を申し上げましたが、詳細につきましては、お手元の議案書等によ

り御審議の上、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○杉森弘之 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第２３、意見書案第１３号を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 意見書案第１３号 賃上げの実現のため、緊急で効果的な対策を求める意見書の提出につい 

          て 

 

○杉森弘之 議長 提案者に提案理由の説明を求めます。１３番北島 登議員。 

      〔１３番北島 登議員登壇〕 

○１３番 北島 登 議員 意見書朗読をもって提案とさせていただきます。 



 

 意見書案１３号、賃上げの実現のため、緊急で効果的な対策を求める意見書（案）。 

 物価高騰と国民生活の悪化が深刻になっています。ところが、政府は、物価高騰と異常円安

をもたらしている異次元の金融緩和に固執し、対応不能に陥っており、「構造的賃上げ」とい

いながら具体策はありません。物価高騰は、全ての分野で起きているのに、電気・都市ガス料

金の抑制など、部分的・一時的対策に終始しています。 

 現状を打開するためには、賃上げを中心とした実体経済を立て直すこと、とりわけ内需を活

発にすることに本腰を入れることが必要です。そこに踏み出してこそ、マイナス金利などとい

う異常な金融を正常に戻すこともできます。賃上げが鍵であることは、政府も日銀も経済界も

否定しません。一方で、実質賃金を１０年間で２４万円も減らした経済の在り方を継続・継承

するだけでは、まともな賃上げはできません。 

 よって、働く人が豊かになってこそ、経済も強くなります。政府において、賃上げを実現す

るため、以下の対策に取り組むよう求めます。 

記 

 １．政府ができる賃上げや国・自治体が管轄する分野での賃上げを速やかに行う。特に、全

てのケア労働者の賃上げを進める。国や自治体で働く非正規労働者（会計年度任用職員な

ど）の時給を１，５００円以上に引き上げること。 

 ２．男女の賃金格差を是正し、賃金の底上げを図る。企業に是正計画の策定と公表を義務づ

け、政府がそれを監督・奨励する仕組みをつくるよう、女性活躍推進法の抜本的改正など

の法整備を進めること。 

 ３．パート労働法、労働者派遣法を改正するなど、女性が多く働いている非正規雇用の労働

条件を改善し、正社員との格差をなくすこと。 

 ４．労働者派遣法を派遣労働者保護法に抜本改正し、派遣労働の常用代替えを規制する。派

遣受入れの上限を１年とし、違法があった場合は直接雇用されたものとみなし、正社員化

を進めること。 

 ５．フリーランスやギグワーカー（雇用契約のない単発、短時間の労働）、請負や委託で働

く労働者を保護する法整備を進め、労災保険と失業保険を適用すること。 

 ６．大企業の４８０兆円に達する巨額な内部留保に対し時限的に課税し、１０兆円の財源を

つくり、中小企業・小規模事業者の賃上げ支援を行う。さらに大企業の賃上げや国内投資

で経済に還流させ、実体経済を立て直す力にする。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 牛久市議会。 

 皆さんの賢明な判断をよろしくお願いいたします。 



 

○杉森弘之 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第２４、意見書案第１４号を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 意見書案第１４号 中小企業・小規模事業者、農漁業者の廃業、倒産危機を打開する支援策 

          を求める意見書の提出について 

 

○杉森弘之 議長 提案者に提案理由の説明を求めます。２１番遠藤憲子議員。 

      〔２１番遠藤憲子議員登壇〕 

○２１番 遠藤憲子 議員 意見書案第１４号、朗読をもって提案理由といたします。 

 中小企業・小規模事業者、農漁業者の廃業、倒産危機を打開する支援策を求める意見書

（案）。 

 長引くコロナ禍、物価・原材料の高騰、過剰債務という「三重苦」が中小企業・小規模事業

者にのしかかっています。「コロナ対応融資（実質無利子・無担保ゼロゼロ融資）」の残高は、

今年３月末時点で約４２兆円に上り、中小企業の約３割が過剰債務を訴えています。「物価高

騰倒産」や「過剰債務倒産」、長引く苦境で希望が見いだせず、廃業・倒産などが激増するお

それがあります。 

 よって、中小企業・小規模事業や農漁業者の抱える困難などに対し、国と自治体が全面的に

支援し、地域経済の立て直しを図るため、以下の取組を実行するよう求めます。 

記 

 １．政府が来年１０月から導入を予定しているインボイス（適格請求書）制度は、新たな負

担と混乱をもたらすものであり中止する。消費税が納税困難な事業者に対する減免の特例

を実施すること。 

 ２．コロナ対応融資（ゼロゼロ融資）を「別枠債務」にして、事業継続に必要な新規融資が

受けられるようにする。「別枠債務」の返済が可能になった時点でも、その後に事業に支

障がない返済計画に金融機関が協力できるよう国が支援すること。 

 ３．債務の減免も含めて「中小企業・事業再生スキーム」を、より小規模な事業者にも適用

できるようにすること。 

 ４．（仮称）「地域経済再生給付金」を創設し、事業者への直接支援を行う。給付額は持続

化給付金以上の水準とし、地方創生臨時交付金を適切に拡充すること。 

 ５．農漁業者への資材・飼料・燃油高騰に対する支援を抜本的に強化する。飼料価格安定制

度を高騰前の価格との差額を農家に直接補塡する仕組みに改める。燃油高騰に対し、石油

元売だけでなく、農漁業者に直接補塡すること。 



 

 ６．農産物の価格保障・所得補償に踏み出し、自給率を向上させること。 

 ７．省エネルギー・再生可能エネルギーを強力に推進し、気候危機打開、地域経済の振興を

図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 以上です。 

○杉森弘之 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第２５、意見書案第１５号を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 意見書案第１５号 帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書の提出につ 

          いて 

 

○杉森弘之 議長 提案者に提案理由の説明を求めます。３番秋山 泉議員。 

      〔３番秋山 泉議員登壇〕 

○３番 秋山 泉 議員 意見書案第１５号、朗読をもって提案理由とさせていただきます。 

 帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書（案）。 

 帯状疱疹は、過去に水痘に罹患した者が、加齢や過労、ストレスなどによる免疫力の低下に

より、体内に潜伏する帯状疱疹ウイルスが再燃し発症するものである。 

 日本人では、５０歳代から発症率が高くなり、８０歳までに３人に１人が発症すると言われ

ており、治療が長引くケースや後遺症として痛みなどの症状が残るケースもある。 

 この帯状疱疹の発症予防のために、ワクチンが有効とされているが、費用が高額になること

から接種を諦める高齢者も少なくない。 

 帯状疱疹による神経の損傷によって、その後も痛みが続く「帯状疱疹後神経痛」と呼ばれる

合併症に加え、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などを引き起こし、目や耳に障害が残ることもあ

るとも言われている。 

 そこで政府に対して、一定の年齢以上の国民に対するワクチンの有効性等を早急に確認し、

帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基づく定期接種化を強く求める。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 以上です。 

○杉森弘之 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第２６、意見書案第１６号を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 意見書案第１６号 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書の提出に 



 

          ついて 

 

○杉森弘之 議長 提案者に提案理由の説明を求めます。１番鈴木勝利議員。 

      〔１番鈴木勝利議員登壇〕 

○１番 鈴木勝利 議員 意見書案第１６号、朗読をもって提案理由に代えさせていただきま

す。 

 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書（案）。 

 身体障がい者は「身体障害者福祉法」で定義され、精神障がい者は「精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律」で定義されている。ところが、知的障がい者に関しては、「知的障害者

福祉法」で知的障がい者に対する福祉サービスは規定されているものの、知的障がいあるいは

知的障がい者の定義は規定されていない。 

 また、身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者の手帳制度について、身体障がい者と精

神障がい者の手帳は、法律に基づき交付・運営されているが、知的障がい者の療育手帳の制度

は、厚生事務次官通知に基づき各都道府県知事等の判断により実施要項を定め、交付・運営さ

れている。 

 知的障がいについては自治体により障がいの程度区分に差があり、また各判定機関における

ボーダーラインにも差が生じている。自閉症の方への手帳交付は、都道府県によって対応が異

なっている。 

 実際に、「精神障害者保健福祉手帳」を交付するところ、「療育手帳」を交付するところ、

その両方を交付するところ等、様々な自治体がある。 

 よって政府に対して、国際的な知的障がいの定義や、自治体の負担等も踏まえた判定方法や

基準の在り方の検討を踏まえ、知的障がい行政・手帳制度を、国の法律による全国共通の施策

として展開することを強く求める。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 議員皆様の御賛同よろしくお願いいたします。 

○杉森弘之 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第２７、これより龍ケ崎地方衛生組合議会議員補欠選挙を行います。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 龍ケ崎地方衛生組合議会議員補欠選挙 

 

○杉森弘之 議長 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第

２項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。 



 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 御異議ないものと認めます。選挙の方法は指名推選によることに決定いた

しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 御異議ないものと認めます。議長において指名することに決定いたしまし

た。 

 龍ケ崎地方衛生組合議会議員に山本伸子議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました山本伸子議員を龍ケ崎地方衛生

組合議会議員補欠選挙の当選人と決定することに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 御異議ないものと認めます。ただいま指名いたしました山本伸子議員が龍

ケ崎地方衛生組合議会議員に当選されました。 

 ただいま龍ケ崎地方衛生組合議会議員に当選されました山本伸子議員が議場におられますの

で、会議規則第３２条第２項の規定により告知いたします。 

 次に、日程第２８、休会の件を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 休会の件 

 

○杉森弘之 議長 明日１２月１日ないし４日は、議案調査及び土日のため休会といたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 御異議なしと認めます。よって、１日ないし４日は休会とすることに決定

いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 

                午前１０時５９分散会 

 


